
 

 

 

 

 

 

 

都市基盤施設等の経営 

形態等のあり方検討 

 

 

関 係 資 料 

109



 

110



ア 港湾事業 
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ウ 高速道路 

 

一

体

的

運
営

一体的運営イメージ

地方道路公社
の有料道路な
ど

阪神高速道路
（株）の高速道
路

西日本高速道
路（株）の高速
道路

○乗継利用による初乗り課金の解消など、利
用距離に応じた公平な料金設定が可能

○料金の引下げなどの弾力的な対応が可能

○償還期間を45年から60年に延長すること
により、大阪の活性化にとって必要な新規
路線の整備

○将来にわたって高速道路ネットワークを健

全に維持していくために、債務の償還期間

終了後も料金による維持管理を継続

債
務
の
償
還

期
間
延
長

完
全
対
距
離
料
金

制
へ
の
移
行

維
持
管
理

有
料
道
路
制
度

の
導
入
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路（株）の高速
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○乗継利用による初乗り課金の解消など、利
用距離に応じた公平な料金設定が可能

○料金の引下げなどの弾力的な対応が可能

○償還期間を45年から60年に延長すること
により、大阪の活性化にとって必要な新規
路線の整備

○将来にわたって高速道路ネットワークを健

全に維持していくために、債務の償還期間

終了後も料金による維持管理を継続

債
務
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エ 上下水道事業 
 

建 設 局 
 

「（仮称）大阪市 水・環境技術海外展開推進機構」を設立します 
 

 大阪市では、これまでもベトナム・ホーチミン市における「省水型・環境調和型水循環

プロジェクト」の実施など、官民連携による水道事業の海外展開を進めてまいりました。

今後、国際展開をさらに進めていくための仕組みとして「（仮称）大阪市 水・環境技術海

外展開推進機構」の次年度設立に向け、関西経済連合会、大阪商工会議所など関係機関と

の協議を開始します。 

 同機構は、水・環境に係わる様々な課題を有した海外の国や地域に対し、過去の環境問

題を克服してきた本市の上水道、下水道、環境技術までをパッケージとして捉え、さらに

優れた個別要素技術を持つ大阪・関西企業との連携を強化することで、官民連携による海

外の水・環境問題の解決とともに、大阪・関西経済の発展にも貢献することを目的として

います。 

 この枠組みにおいては、水・環境技術を担う建設局、水道局、環境局と、国際交流や経

済振興を担う政策企画室、経済局が各局横断的に機能し、関西経済連合会や大阪商工会議

所といった関西・大阪の経済界とともに連携して一体的に活動することを目指します。 

 機構事務局につきましては、効率性の観点から当面は監理団体の活用が有効であること、

下水道のみならず道路・河川事業などの都市基盤施設にかかわるノウハウを有しているこ

と、下水道の都市間連携や JICA を通じた海外研修の受入等の国際貢献実績もあり、官民連

携を含めた国際展開をトータルでサポートすることが可能な存在であることなどから、建

設局所管の(財)大阪市下水道技術協会が担当します。 
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 水 道 局 

ベトナム

ベトナム・ホーチミン市における調査研究事業

ホーチミン市

■ 新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ） の
「省水型・環境調和型水循環プロジェクト」について

事業予定期間 平成21～25年度

実証研究設

備の設置、

運転管理

フェーズ１

に基づく

詳細設計

実証研究

実施場所の

先行調査

フェーズ３
（23～25年度）

フェーズ２
（22年度）

フェーズ１
（21年度）

（民間企業との共同実施）

ベトナム国・ホーチミン市における水源から蛇口までの水道のトータルシステムについて、大阪市

水道局が有する漏水対策や効率的水運用の技術を適用し、持続的な運営管理モデルによる水道事

業の実施可能性を調査する。

 

官民連携コンソーシアム

サービス提供

海外水道事業体

対価

大阪市水道局

Ａ社 Ｂ社 Ｃ社

発 展

事業化

実 証 ＮＥＤＯ実証研究
「水道システムにおける高度水利用と持続的運営管理事業」

官民連携による事業化

他地域への
展開

時間軸

官
民
連
携
に
よ
る

コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
形
成

将来の事業化のイメージ

 NEDOプロジェクト（フェーズ３まで）を着実に実施

 その後の事業展開に向けて、法的整理、人材確保・育成、リスク
回避などの課題への対応及び事業化のスキームを検討

■ 今後の展開について
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オ 交通事業 

大阪市営交通事業の今後の施策展開について 

平成23年３月 大阪市交通局 

１  基本的な考え方 

・ 交通局は、かつては、市電の収益を財源として道路の拡幅や橋梁の建設を行うなど、大阪

市のまちづくりや市民生活の向上に貢献してきました。 

・ また、100 年以上にわたって都市機能の進展に伴う輸送需要に対応しながら市内交通の中

心的な役割を担い、大阪市のみならず関西圏の交通網の中核を担う交通機関として、大阪や

関西の発展に寄与してきました。 

・ 現在、地下鉄事業においては、これまでの経営健全化の取組みなどによって、継続的に黒

字を確保しており、平成 22年度末には、累積欠損金を解消できる見込みとなっています。 

・ このような状況のもと、安全輸送や経営基盤の強化等の交通事業者としての取組みにとど

まらず、大阪市の一部局としての立場を活かした施策やこれまでにない発想に立った新たな

施策を展開することにより、市民・お客さまへ利益を還元するとともに、企業としての社会

的責任の遂行や、社会一般への貢献にも努めてまいりたいと考えています。 

・ こうした観点から、本市の施策の重要な柱である「環境」「ひとにやさしい市営交通」「集

客観光」の３つの施策を中心に、公営交通事業者として関係局や民間事業者とも連携しなが

ら積極的に施策を展開し、あわせて効果的かつ戦略的にＰＲや情報発信を行っていきます。 

２  市営交通社会貢献等戦略プランについて 

(1) ３つの柱となる施策 

① 環境 

② ひとにやさしい市営交通 

③ 集客観光 

(2) 市営交通の戦略的展開 

① 料金施策の取組み 

② 私鉄との連携強化 

③ 駅ナカ事業、駅オープンスペースの活用 

④ 地域・社会貢献 

⑤ 海外への技術協力 

３  効率的な事業運営 

(1) 累積欠損金の解消 

(2) 企業債残高の縮減 

(3) さらなる職員数の削減 

(4) さらなる生産性の向上 
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カ 廃棄物処理 

 

焼却工場運営のあり方 

 

（１） 現状 

○事業所数：9工場 

○職員数：行政職員のほか技能職員５６１人（H22.4.1現在） 

○担当業務： 焼却炉および公害防止設備等の運転・管理、搬入物の展開検

査、粗大ごみの破砕等 

○ごみ焼却量：１１７．７万トン（平成 21年度） 

（２） 効率化の考え方 

○市長会見（平成 22年 8月 12日） 

ごみ焼却工場全体の運営面について、「独立採算をめざした」経営形態を

検討し、「あらたな市政改革基本方針」に反映するように関係局に指示 

○焼却工場の運営について 

発電収入等収益の安定的確保や事業運営の効率化により独立採算を目指

すことが可能であることに加え、工場群の一体的な管理や職員の技術力を

確保しながら事業を運営できるといった観点から、地方公営企業への移行を

図る。 

※地方公営企業制度は、市民生活や地域の発展に不可欠な都市基盤という公的側面

と、独立採算という企業経営的側面を持つ 

・ 平成 25年度を目途に地方公営企業へ移行予定 

・  事業運営の透明性の確保、独立採算による職員意識の向上、柔軟な組

織体制の構築などの実現 

・ 移行準備作業 

会計システムの整備、資産調査、条例をはじめ組織・人事に関する規定

の整備など 
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